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株 主 各 位

石川県能美市粟生町西132番地

タ ケ ダ 機 械 株 式 会 社
代表取締役社長 竹 田 雄 一

　

第48期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第48期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいます

ようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に

議案に対する賛否をご表示いただき、2019年８月28日(水曜日)午後５時までに到着するよう

ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記
　

１. 日 時 2019年８月29日 (木曜日) 午前10時
２. 場 所 石川県能美市粟生町西132番地

当社 本社３階会議室
３. 目的事項

報告事項 1. 第48期 (2018年６月１日から2019年５月31日まで) 事業報告、連結計算
書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第48期 (2018年６月１日から2019年５月31日まで) 計算書類報告の件
　 決議事項

　第１号議案 剰余金の処分の件
　第２号議案 取締役５名選任の件
　第３号議案 監査役３名選任の件
　第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◎お 願 い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申し上げます。
◎お知らせ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事

項をインターネット上の当社ホームページ(https://www.takeda-mc.co.jp/) に掲載いたしますの
でご了承ください。
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(提供書面)
第 48 期 事 業 報 告

（2018年６月１日から
2019年５月31日まで）

1.　企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、米国の保護主義的な通商政策や金融政策のほか、地

政学的な国際関係の緊張から企業収益に慎重な見方が広がる一方で、政府の経済対策を受けて

企業収益や雇用情勢は改善しつつある中、底堅く推移しました。

このような状況の下、当社グループは「お客様視点のものづくり」を基本原点に、新製品開

発の促進、提案営業の展開、保守サービスの充実、付加価値の改善等に積極的に取り組み、と

りわけ、お客様の人手不足による労働環境の逼迫を受け、省人化・省段取りに対応した製品販

売が好調に推移いたしました。

この結果、当連結会計年度の売上高は6,141百万円(前年同期比14.3％増)、営業利益は843百

万円(前年同期比29.5％増)、経常利益は861百万円(前年同期比30.1％増)、親会社株主に帰属

する当期純利益は640百万円(前年同期比41.7％増)となりました。

当社グループにおける品目別売上高の概況は、次のとおりであります。

「形鋼加工機」

首都圏を中心とした高層建築物・商業施設・倉庫などの建設需要が高止まりにあるもの

の、お客様の人手不足による労働環境の逼迫を受け、省人化・省段取りに対応した自動化シ

ステムの提案営業を展開したことにより、売上高は3,831百万円(前年同期比17.9％増)とな

りました。

「丸鋸切断機」

鋼材加工向けのバンドソーからの入替提案や客先仕様機の対応を積極的に展開したことに

より、売上高は983百万円(前年同期比13.2％増)となりました。

「金型」

副資材向けの加工需要や形鋼加工機に付属する金型が堅調に推移したことにより、売上高

は455百万円(前年同期比0.7％増)となりました。

「その他(受託事業)」

子会社のタケダ精機株式会社の売上高が240百万円(前年同期比14.6％増)と増加したこと

により、売上高は276百万円(前年同期比25.0％増)となりました。
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「部品・サービス」

お客様が使用されている当社製品の稼働率は上昇している中、「お客様満足度の向上」を

図るようサービス活動を展開したことにより、売上高は594百万円(前年同期比1.9％増)とな

りました。

なお、部品の売上高は508百万円(前年同期比2.1％増)、サービスの売上高は86百万円(前

年同期比0.6％増)となりました。

品目別売上高の内訳は、次のとおりであります。
　

期 別 第47期
第48期

(当連結会計年度)

品 目 金 額 (千円) 構成比 (％) 金 額 (千円) 構成比 (％)

製

品

形 鋼 加 工 機 3,248,967 60.4 3,831,484 62.4

丸 鋸 切 断 機 868,753 16.2 983,797 16.0

金 型 452,092 8.4 455,316 7.4

そ の 他 ( 受 託 事 業 ) 220,863 4.1 276,086 4.5

小 計 4,790,677 89.1 5,546,684 90.3

部 品 497,760 9.3 508,170 8.3

サ ー ビ ス 86,267 1.6 86,766 1.4

合 計 5,374,704 100.0 6,141,621 100.0

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は161百万円であります。主に製造設備の老朽化対

応等に設備投資を実施いたしました。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、建築鉄骨業界・製缶板金業界・自動車関連業界を主力とする形鋼加工機、

丸鋸切断機の製造販売をコア事業と位置付け、「お客様視点のものづくり」を基本原点に、グ

ローバルな競合他社に負けない競争力を強化すべく基盤体制づくりを進めております。

また、市場の拡大を図るため、東南アジアを主体とするグローバルステージ参画の強化と海

外事業の成長により、企業価値を高め、安定した収益を確保できる企業体質の構築を目指して

まいります。

具体的には、以下に掲げる経営課題に取り組んでまいります。
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① 海外売上高の飛躍

東南アジア市場におけるインフラ整備関連・近代化プロジェクト需要の取込みをターゲッ

トとする形鋼加工機の販売活動を積極的に展開し、また、丸鋸切断機の販路開拓と販売強化

を図ることにより、海外売上高の飛躍に挑戦してまいります。

② 製品開発力の強化

お客様がご要望する人手不足の解決策として、省人化・省段取りに対応する製品開発の強

化を図ってまいります。また、グローバルな環境に適応した製品開発を実施し、年間２機種

の新製品を市場投入できる体制を構築してまいります。

③ 付加価値の向上

ＩＴ技術の活用による業務改善活動の定着化と生産活動の効率化によって、生産リードタ

イムの短縮・適正在庫の把握・在庫コントロールの強化を図ってまいります。また、製品・

サービスの品質向上によるムダ取りを徹底し、付加価値を生み出す高収益企業を目指してま

いります。

④ 人材育成の強化

ＯＪＴ・ＯＦＦ－ＪＴによる自律した人材の育成に積極的に努め、各種資格取得推進によ

る従業員の成長と技術・技能レベルの向上を図り、当社グループ全体の総合技術力の強化に

努めてまいります。

(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第45期

2016年5月期
第46期

2017年5月期
第47期

2018年5月期

第48期
(当連結会計年度)

2019年5月期

売 上 高( 千 円 ) 4,871,815 5,167,241 5,374,704 6,141,621

経 常 利 益( 千 円 ) 582,335 624,080 661,706 861,120

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

( 千 円 ) 394,238 436,464 451,665 640,224

１株当たり当期純利益(円･銭) 406.83 476.24 490.80 695.89

総 資 産( 千 円 ) 5,749,911 6,251,131 6,272,107 6,384,500

純 資 産( 千 円 ) 2,375,154 2,795,170 3,190,159 3,745,968

１株当たり純 資 産 額(円･銭) 2,604.89 3,036.90 3,467.32 4,071.98
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(注) 1. １株当たり当期純利益は自己株式控除後の期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は
自己株式控除後の期末発行済株式総数に基づき算出しております。

2. 2017年12月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第45期の期首に当
該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)に伴う、「会
社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第５号 平成30年３月26日)を第48
期(当連結会計年度)の期首から適用しており、第47期の総資産の金額については、当該省令を遡って
適用した後の金額となっております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

タケダ精機株式会社 96百万円 100.0％ 製缶・板金、製品・装置組立

(注) 連結子会社はタケダ精機株式会社１社であります。なお、持分法適用会社はありません。

(7) 主要な事業内容(2019年５月31日現在)

① 形鋼加工機、丸鋸切断機、金型、その他(受託事業)の製造及び販売

② 上記に附帯する一切の業務

(8) 主要な拠点(2019年５月31日現在)

① 本社及び工場 石川県能美市粟生町西132番地

② 営業所及び駐在所

営 業 所 所 在 地

仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市

北 関 東 営 業 所 群 馬 県 前 橋 市

東 京 営 業 所 神 奈 川 県 川 崎 市

名 古 屋 営 業 所 愛 知 県 名 古 屋 市

北 陸 営 業 所 石 川 県 能 美 市

大 阪 営 業 所 大 阪 府 箕 面 市

広 島 営 業 所 広 島 県 広 島 市

九 州 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市

マレーシア駐在所 Selangor, Malaysia

(注) 2019年６月３日付で東京営業所は神奈川県横浜市へ移転しております。
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(9) 従業員の状況(2019年５月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

180名 3名増

(注) 従業員数には、パート等の臨時従業員22名は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

139名 3名増 40.2歳 　 12.9年

(注) 従業員数には、パート等の臨時従業員20名は含んでおりません。

(10) 主要な借入先(2019年５月31日現在)

借 入 先 借入額 (千円)

株式会社 北 國 銀 行 492,650

株式会社 北 陸 銀 行 243,356

2.　株式の状況(2019年５月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 4,080,000株

(2) 発行済株式の総数 1,020,000株(うち自己株式 63,762株)

(3) 株主数 928名

(4) 大株主

株 主 名 持株数 (千株) 持株比率 (％)

竹 田 雄 一 96 10.04

株 式 会 社 テ ー エ ス ワ イ 70 7.32

タケダ機械取引先持株会 49 5.18

伊 藤 石 典 47 4.94

株 式 会 社 北 國 銀 行 47 4.92

タ ケ ダ 精 機 株 式 会 社 36 3.80

株 式 会 社 福 井 銀 行 30 3.14

竹 田 康 一 29 3.04

竹 田 咲 子 27 2.90

伊 藤 勝 信 27 2.84

(注) 持株比率は自己株式(63,762株)を控除して計算しております。
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3.　会社役員の状況
　

(1) 取締役及び監査役の状況(2019年５月31日現在)

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 竹 田 雄 一 タケダ精機株式会社 代表取締役社長

専 務 取 締 役 吉 田 末 広 営業本部長

取 締 役 鈴 木 修 平 管理部長

取 締 役 伊 藤 石 典 生産本部長

取 締 役 金 田 栄 悟 公認会計士金田栄悟事務所代表、金田栄悟税理士事務所代表

常 勤 監 査 役 岡 安 勉

監 査 役 村 西 卓 村西卓税理士事務所所長

監 査 役 阿慈知 幸 雄

(注) 1. 取締役 金田栄悟氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 村西卓、阿慈知幸雄の両氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役 金田栄悟、監査役 村西卓の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役 村西卓氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。

(2) 事業年度中に退任した取締役

取締役 竹田康一氏は、2018年８月30日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって任期満

了により退任いたしました。
　

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支給人数 (名) 支給額 (千円)

取 締 役 6 99,697
(うち社外取締役) (1) (2,000)

監 査 役 3 5,840
(うち社外監査役) (2) (1,600)

合 計 9 105,537

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、1991年８月28日開催の第20期定時株主総会において年間216,000千円以内

(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、1991年８月28日開催の第20期定時株主総会において年間24,000千円以内

と決議いただいております。
4. 上記の支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額11,682千円が含まれており

ます。なお、社外役員の支給額には、役員退職慰労引当金繰入額は含まれておりません。
5. 上記の支給額には、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額30,000千円が含まれております。
6. 上記の支給額には、2018年８月30日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって任期満了により

退任した取締役１名の報酬等が含まれております。
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(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

区分 氏名 兼職先 兼職内容 当該他の法人等との関係

取締役 金 田 栄 悟
公認会計士金田栄悟事務所

代表
当社と公認会計士金田栄悟事務所及び金
田栄悟税理士事務所との間に重要な取引
その他の関係はありません。金田栄悟税理士事務所

監査役 村 西 卓 村西卓税理士事務所 所長
当期中において、当社と村西卓税理士事
務所との間に重要な取引その他の関係は
ありません。

　

② 当事業年度における主な活動状況

開催の取締役会(監査役会)

氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役
　金 田 栄 悟

当期開催された取締役会17回のうち12回出席いたしました。取締役会では必要に応
じ、議案審議等に関して発言を行っております。

監査役
　村 西 卓

当期開催された取締役会17回のうち13回出席し、監査役会12回のうち12回出席いた
しました。取締役会並びに監査役会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行
っております。

監査役
　阿慈知 幸 雄

当期開催された取締役会17回のうち13回出席し、監査役会12回のうち12回出席いた
しました。取締役会並びに監査役会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行
っております。

　

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役 金田栄悟、監査役 村西卓及び阿慈知幸雄の３氏との間で、会社法第427

条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

4.　会計監査人の状況
　

(1) 名称 明治アーク監査法人

(注) 明治アーク監査法人は、2019年７月１日をもって有限責任監査法人に移行し、名称をアーク有限責任
監査法人に変更しております。

(2) 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,452千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

19,452千円
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(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査
人の報酬等の額はこれらの合計で記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について、前事業年度の監査実績の分析・評価、監

査計画と実績の対比を踏まえ、新事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額

の見積もりの相当性を検討し、同意しております。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当する場合は、会計監査人

の解任を決定し、会計監査人の監査品質・総合的な監査能力等に欠陥がある場合は、会計監査

人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針であります。

(6) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

5.　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の

業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

当社は、取締役会に内部統制委員会を設け、法令及び定款、社内規程の遵守に適合する内

部統制システムを構築しております。当該委員会の推進機関である内部監査委員会は、計画

的な内部監査活動と内部監査体制を確立し、内部統制システムの整備・運用と業務における

その有効性・効率性を確保しております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の情報(電磁的記録を含む。)は、「文

書管理規程」等に基づき、管理部が保存・管理を行っております。

― 9 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年07月31日 11時11分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「経営リスク管理規程」等に基づき、内部統制委員会が経営リスクに関する基本方

針を定め、その見直しや新たな経営リスクに対処しております。ほかには、製造物責任法に

はＰＬ対策委員会、自然災害等には緊急対策本部を設けるなど、体系的に的確かつ迅速な対

応が行えるよう整備しております。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の職務権限を定め、取締役会は、取締役の経営責任を明確にし、変化する

経営環境に対して迅速に対応ができる業務執行体制と社外取締役によるモニタリング体制に

よって、ガバナンスが実効的に機能する経営体制を構築しております。取締役会は、毎月の

定時取締役会や必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役の職務の執行状況や策定した経

営目標に対して検証を行うなど、効率的な経営の意思決定を行っております。

⑤ 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

(a) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社の経営管理事項を「関係会社管理規程」に定め、子会社の取締役を兼務する

当社の取締役(以下「当社の兼務取締役」という。)は、子会社の取締役会等の重要会議に出席

し、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社の取締役会へ報告をしており

ます。

(b) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社を経営リスク管理事項として③項の体制に定め、当社グループ全体の経営

リスク管理を行っております。当社の兼務取締役は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社

の経営リスク管理を推進しております。

(c) 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社の取締役会が毎月の定時取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催する

よう推進し、当社の兼務取締役は、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう

監督しております。
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(d) 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

当社の管理部担当取締役は、当社の①項の体制に準ずるよう子会社の行動規範を整備し、

当社の監査役及び監査室は、子会社の取締役と協議し、内部監査を実施しております。

子会社の代表取締役社長は、当該会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定

款、社内規程を遵守するよう徹底を図り、当社の兼務取締役は、これを監督しております。

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項

当社は、監査役が補助すべき使用人を求めた場合は、専門性のある必要な使用人を配置

し、当該使用人は、監査役の指揮命令に従うことを定めております。

⑦ 前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に

対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、前号の使用人に対する人事事項には監査役会の事前同意を得ること、また、監査

役の必要な指揮命令権や当該使用人の職務の執行には不当な制限をしないことを定めており

ます。

当該使用人は、職務の執行にあたり、監査役と協議し、監査役は、当該使用人が執行する

職務に帯同し監督するなど、当該使用人に対する指示の実効性を高めるよう努めておりま

す。

⑧ 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

(a) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

当社は、取締役会等の重要会議に監査役の出席を要請し、監査役へ報告をしております。

また、監査役が監査に必要な質疑、資料等を求めた場合は、迅速に対処しております。

内部通報は、管理部担当取締役が窓口となり、監査役へ報告をしております。

(b) 当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に

報告をするための体制

当社の兼務取締役は、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社の監査役

へ報告をしております。

子会社からの内部通報は、⑧項(a)と同様の対処をしております。
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⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制

当社の管理部担当取締役は、「内部通報対応規程」に基づき、内部通報者が不利な取扱いを

受けないよう対応しております。

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役の職務の執行に生ずる全ての監査費用を支払い、監査役は、職務の執行の

効率性・適正性に留意しております。

⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の監査役が実効的な監査体制を整備するよう要請した場合は、適切に対処し、監査役

は、取締役及び使用人との情報交換や内容を調査するなど、監査の実効性を高めるよう努

め、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っております。また、会計監査人と

は、監査の独立性と適正性を監視するなど、監査役の監査が実効的に行われるよう職務を執

行しております。
　

(2) (1)項における運用状況の概要

① 企業統治の体制

当社の企業統治体制は、監査役制度を採用し、社外取締役１名を含めた取締役５名の取締

役会、社外監査役２名を含めた監査役３名の監査役会で構成しており、経営の合議機能・監

視機能・牽制機能を構築し、健全性・公平性・透明性を担保する体制としております。

当社の内部統制システムは、取締役会に設置された内部統制委員会と取締役、監査役、内

部監査員の計18名で構成する内部監査委員会によって、内部統制システムの整備・運用とそ

の有効性・効率性を評価しております。

② 取締役会及び内部統制委員会の主な運用状況

取締役会は、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの運用状況、経営計画の進捗状

況、経営リスク等の審議をしております。

内部統制委員会は、財務報告に係る全社的な内部統制システムは適切であると判断してお

ります。

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年07月31日 11時11分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



③ 内部監査委員会の主な運用状況

内部監査委員長は、当社及び子会社の内部監査を実施し、内部統制委員会、内部監査委員

会、監査役へ報告を行い、業務が適切であると確認しております。

内部監査委員会は、業務の運用状況の改善案等を審議し、毎月のモニタリングを実施する

など、内部統制システムを推進しております。

④ 監査役会の主な運用状況

監査役会は、監査役監査基準に基づき、審議をしております。

各監査役は、取締役会において発言を行い、常勤監査役は、その他の重要な経営会議等に

も出席し、発言、調査を行うなど、監査の充実を図っております。

⑤ その他の主な運用状況

毎月開催する安全衛生委員会は、５Ｓ活動の推進や労働環境の改善に取り組み、職場の活

性化を図っております。

製品のクレームにおける経営リスクは、品質保証課が主体となってリスクマネジメントを

推進し、各サービス課員がクレーム対応の窓口となってお客様の満足に努めております。そ

の内容は、担当取締役に報告されております。

6.　会社の支配に関する基本方針
　

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について

は、特に定めておりません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2019年５月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原 材 料

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

保 険 積 立 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

4,001,871

985,976

1,350,128

756,895

356,100

543,290

9,478

2,382,629

1,915,560

582,113

121,876

967,629

204,136

39,803

170,134

96,100

74,034

296,934

103,131

112,767

67,738

16,436

△3,140

流 動 負 債 1,902,083

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 578,505

短 期 借 入 金 400,000

１年内返済予定の長期借入金 268,459

リ ー ス 債 務 81,882

未 払 法 人 税 等 154,146

賞 与 引 当 金 155,508

役 員 賞 与 引 当 金 42,400

製 品 保 証 引 当 金 4,926

そ の 他 216,256

固 定 負 債 736,448

長 期 借 入 金 490,342

リ ー ス 債 務 194,346

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 44,556

そ の 他 7,203

負 債 合 計 2,638,532

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 3,765,158

資 本 金 1,874,083

資 本 剰 余 金 44,103

利 益 剰 余 金 2,015,220

自 己 株 式 △168,249

その他の包括利益累計額 △19,189

その他有価証券評価差額金 △19,189

純 資 産 合 計 3,745,968

資 産 合 計 6,384,500 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,384,500
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連 結 損 益 計 算 書

（2018年６月１日から
2019年５月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 6,141,621

売 上 原 価 4,283,185

売 上 総 利 益 1,858,435

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,015,311

営 業 利 益 843,124

営 業 外 収 益

受 取 利 息 303

受 取 配 当 金 3,349

仕 入 割 引 38,010

賃 貸 料 収 入 6,013

そ の 他 9,667 57,344

営 業 外 費 用

支 払 利 息 15,953

売 上 割 引 21,940

そ の 他 1,455 39,349

経 常 利 益 861,120

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 24,408

保 険 解 約 返 戻 金 26,064 50,473

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,091 1,091

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 910,502

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 255,526

法 人 税 等 調 整 額 14,751 270,278

当 期 純 利 益 640,224

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 640,224
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連結株主資本等変動計算書

（2018年６月１日から
2019年５月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2018 年 ６ 月 １ 日 残 高 1,874,083 44,103 1,430,199 △167,901 3,180,485

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △55,203 △55,203

親会社株主に帰属する当期純利益 640,224 640,224

自 己 株 式 の 取 得 △347 △347

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 585,020 △347 584,672

2019 年 ５ 月 31 日 残 高 1,874,083 44,103 2,015,220 △168,249 3,765,158

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

その他の包括利
益累計額合計

2018 年 ６ 月 １ 日 残 高 9,673 9,673 3,190,159

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △55,203

親会社株主に帰属する当期純利益 640,224

自 己 株 式 の 取 得 △347

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△28,863 △28,863 △28,863

連結会計年度中の変動額合計 △28,863 △28,863 555,809

2019 年 ５ 月 31 日 残 高 △19,189 △19,189 3,745,968
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連 結 注 記 表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 タケダ精機株式会社

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

　4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)によっております。

② たな卸資産

製品・仕掛品・原材料

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)、2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～10年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア(販売機械組込み用)については、見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間に

基づく均等償却額との、いずれか大きい金額を計上しております。

なお、当初における見込販売有効期間は３年としております。また、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して

おります。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上してお

ります。

④ 製品保証引当金

販売済製品に係る一定期間内の無償サービスに要する費用の発生に備えるため、実績率を基にした当社

グループ所定の基準により計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上

しております。

(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理については、税抜方式によっております。

【表示方法の変更】

(連結貸借対照表)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)に伴う、「会社法

施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第５号 平成30年３月26日)を当連結会計年度

の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表

示する方法に変更しております。

【連結貸借対照表に関する注記】

　1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,247,771千円

2. 担保に供している資産及びその対応債務

長期借入金31,010千円及び１年内返済予定の長期借入金18,425千円の担保に供しているものは、次のとお

りであります。

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 54,333千円
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3. 当座貸越契約

当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

当 座 貸 越 極 度 額 2,650,000千円

借 入 実 行 残 高 400,000千円

差 引 額 2,250,000千円

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普通株式 1,020,000 ― ― 1,020,000

　

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:株)

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普通株式 99,934 128 ― 100,062

(注) 普通株式の自己株式の増加128株は、単元未満株式の買取による増加であります。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2018年８月30日
定時株主総会

普通株式 60,903千円 60円00銭 2018年５月31日 2018年８月31日

(注) 配当金の総額には、連結子会社が保有する当社普通株式に対する配当金が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2019年８月29日
定時株主総会

普通株式 76,499千円 80円00銭 2019年５月31日 2019年８月30日

(注) 1．配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
2．配当金の総額には、連結子会社が保有する当社普通株式に対する配当金が含まれております。
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【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入による方針

であります。受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、顧客与信管理規程に沿ってリスク低減を図っ

ております。また、投資有価証券は株式であり、定期的に時価の把握を行っております。なお、借入金の使

途は運転資金であり、リース債務は設備投資に必要な資金調達を目的としております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

(単位:千円)

連結貸借対照表
計 上 額

時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 985,976 985,976 ―

(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,350,128 1,350,128 ―

(3) 投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 103,131 103,131 ―

資 産 計 2,439,236 2,439,236 ―

(1) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 578,505 578,505 ―

(2) 短 期 借 入 金 400,000 400,000 ―

(3) 長 期 借 入 金
(1年内返済予定の長期借入金を含む)

758,801 760,151 1,350

(4) リ ー ス 債 務
(流動負債のリース債務を含む)

276,228 277,207 979

負 債 計 2,013,535 2,015,865 2,329

(注) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

(3) 投資有価証券
投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。

負 債
(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

(3) 長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)、並びに(4)リース債務(流動負債のリース債務を
含む)
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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【１株当たり情報に関する注記】

　1. １株当たり純資産額 4,071円98銭

　2. １株当たり当期純利益 695円89銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。

【その他の注記】

1. 退職給付会計に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定拠出年金制度を採用しております。

(2) 退職給付費用に関する事項

確定拠出年金への掛金支払額 38,862千円

退 職 給 付 費 用 38,862千円

　2. 金額の表示単位について

記載金額は、千円未満の端数は切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表

(2019年５月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原 材 料

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

従 業 員 貸 付 金

保 険 積 立 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

3,666,725

812,629

841,965

484,645

730,845

348,380

439,910

6,864

1,485

1,904,130

1,352,606

418,156

14,761

72,308

12,268

36,633

733,845

64,633

157,004

840

72,563

83,600

394,519

100,215

159,906

180

2,110

67,932

55,619

8,556

流 動 負 債 1,679,960
支 払 手 形 356,756
買 掛 金 231,626
短 期 借 入 金 400,000
１年内返済予定の長期借入金 167,721
リ ー ス 債 務 45,153
未 払 金 110,891
未 払 費 用 3,382
未 払 法 人 税 等 138,678
前 受 金 9,708
預 り 金 10
賞 与 引 当 金 124,985
役 員 賞 与 引 当 金 30,000
製 品 保 証 引 当 金 4,926
そ の 他 56,121

固 定 負 債 430,541
長 期 借 入 金 312,110
リ ー ス 債 務 78,195
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 37,890
そ の 他 2,346

負 債 合 計 2,110,502
純 資 産 の 部

科 目 金 額
株 主 資 本 3,480,386
資 本 金 1,874,083
利 益 剰 余 金 1,777,843
利 益 準 備 金 29,466
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,748,376
特 別 償 却 準 備 金 32,954
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 7,819
繰 越 利 益 剰 余 金 1,707,602

自 己 株 式 △171,539
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △20,033
その他有価証券評価差額金 △20,033
純 資 産 合 計 3,460,353

資 産 合 計 5,570,855 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,570,855
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損 益 計 算 書

（2018年６月１日から
2019年５月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 5,904,043

売 上 原 価 4,254,932

売 上 総 利 益 1,649,110

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 926,869

営 業 利 益 722,241

営 業 外 収 益

受 取 利 息 279

受 取 配 当 金 17,932

仕 入 割 引 47,072

賃 貸 料 収 入 3,613

そ の 他 5,005 73,903

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10,101

売 上 割 引 21,895

そ の 他 1,022 33,019

経 常 利 益 763,125

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 22,729

保 険 解 約 返 戻 金 26,064 48,794

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 952 952

税 引 前 当 期 純 利 益 810,967

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 212,055

法 人 税 等 調 整 額 14,638 226,693

当 期 純 利 益 584,273
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株主資本等変動計算書

（2018年６月１日から
2019年５月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金

合 計特別償却準備金 固定資産圧縮積立金 繰越利益剰余金

2018 年 ６ 月 １ 日 残 高 1,874,083 23,376 49,431 10,335 1,171,330 1,254,473

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △60,903 △60,903

当 期 純 利 益 584,273 584,273

利 益 準 備 金 の 積 立 6,090 △6,090 ―

特別償却準備金の取崩 △16,477 16,477 ―

固定資産圧縮積立金の取崩 △2,515 2,515 ―

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 事 業 年 度 中 の 変 動
額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 ― 6,090 △16,477 △2,515 536,271 523,369

2019 年 ５ 月 31 日 残 高 1,874,083 29,466 32,954 7,819 1,707,602 1,777,843

株 主 資 本 評 価 ･ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価･換算
差額等合計

2018 年 ６ 月 １ 日 残 高 △7,778 3,120,778 7,549 7,549 3,128,327

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △60,903 △60,903

当 期 純 利 益 584,273 584,273

利 益 準 備 金 の 積 立 ― ―

特別償却準備金の取崩 ― ―

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

自 己 株 式 の 取 得 △163,761 △163,761 △163,761

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 事 業 年 度 中 の 変 動
額 ( 純 額 )

△27,582 △27,582 △27,582

事業年度中の変動額合計 △163,761 359,608 △27,582 △27,582 332,025

2019 年 ５ 月 31 日 残 高 △171,539 3,480,386 △20,033 △20,033 3,460,353
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個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)によっております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品・原材料

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)、2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 ３年～50年

構築物 ７年～50年

機械装置 ２年～10年

車両運搬具 ４年～６年

工具器具及び備品 ２年～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア(販売機械組込み用)については、見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間に基

づく均等償却額との、いずれか大きい金額を計上しております。

なお、当初における見込販売有効期間は３年としております。また、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま

す。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま

す。

(4) 製品保証引当金

販売済製品に係る一定期間内の無償サービスに要する費用の発生に備えるため、実績率を基にした当社所

定の基準により計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお

ります。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理については、税抜方式によっております。

【表示方法の変更】

(貸借対照表)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)に伴う、「会社法

施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第５号 平成30年３月26日)を当事業年度の期

首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す

る方法に変更しております。

【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,603,479千円

2. 担保に供している資産及びその対応債務

長期借入金29,360千円及び１年内返済予定の長期借入金14,960千円の担保に供しているものは、次のとお

りであります。

機 械 装 置 54,333千円
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3. 当座貸越契約

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

当 座 貸 越 極 度 額 2,200,000千円

借 入 実 行 残 高 400,000千円

差 引 額 1,800,000千円

4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短 期 金 銭 債 務 125,409千円

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

(1) 営 業 取 引 に よ る 取 引 高

売 上 高 3,166千円

仕 入 高 828,187千円

(2) 営業取引以外の取引による取引高 30,417千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:株)

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普通株式 4,934 58,828 ― 63,762

(注) 1. 普通株式の自己株式の増加128株は、単元未満株式の買取による増加であります。
2. 普通株式の自己株式の増加50,000株は、2018年10月22日に開催された当社取締役会の決議におい

て、会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、連結子会社で
あるタケダ精機株式会社が保有する当社普通株式を自己株式として取得しております。

3. 普通株式の自己株式の増加8,700株は、連結子会社であるタケダ精機株式会社が利益剰余金を原資
とする配当として、当該会社が保有する当社普通株式を当社に現物配当したものであります。
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【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

た な 卸 資 産 評 価 損 5,150千円

投 資 有 価 証 券 評 価 損 2,925千円

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 3,425千円

製 品 保 証 引 当 金 1,499千円

減 価 償 却 費 4,443千円

賞 与 引 当 金 38,045千円

未 払 事 業 税 8,467千円

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 11,533千円

その他有価証券評価差額金 9,688千円

そ の 他 13,165千円

繰 延 税 金 資 産 小 計 98,345千円

評 価 性 引 当 額 △24,883千円

繰 延 税 金 資 産 合 計 73,461千円

繰延税金負債

特 別 償 却 準 備 金 △14,420千円

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 △3,421千円

繰 延 税 金 負 債 合 計 △17,842千円

繰延税金資産の純額 55,619千円
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【関連当事者との取引に関する注記】

1. 役員及び個人主要株主等

関連当事者との取引に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2. 子会社及び関連会社等

種類
会社等
の名称

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引
金額

科目
期末
残高

(千円) (％) (千円) (千円)

子会社
タケダ精機
株式会社

96,000
製缶･板金、
製品･装置
組立

所有
直接
100.00

仕入先

工作機械部品の仕入等
(※1)

828,187

支払手形 63,013

買 掛 金 62,312

未 払 金 83

仕入割引 (※2) 15,132 ― ―

自己株式の取得 (※3) 148,750 ― ―

受取配当金 (※4) 14,663 ― ―

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。
3. 取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 取引価格については、市場価格を勘案してその都度交渉の上決定しております。
※2 仕入割引については、割引率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
※3　2018年10月22日に開催された当社取締役会の決議において、会社法第163条の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、連結子会社であるタケダ精機株式会社が保有する当社
普通株式50,000株を自己株式として取得しており、当該取引価格は2018年10月19日の東京証券取
引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)における当社普通株式の終値2,975円、総額148,750千円とし、
当該会社との相対取引によって行われております。

※4 連結子会社であるタケダ精機株式会社が利益剰余金を原資とする配当として、当該会社が保有す
る当社普通株式8,700株を当社に現物配当したものであります。

【１株当たり情報に関する注記】

1. １株当たり純資産額 3,618円72銭

2. １株当たり当期純利益 598円10銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。

【その他の注記】

記載金額は、千円未満の端数は切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年７月10日

タケダ機械株式会社
　 取締役会 御中

アーク有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 二 口 嘉 保 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 二階堂 博 文 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、タケダ機械株式会社の2018年６月１日から2019年
５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、タケダ機械株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年７月10日

タケダ機械株式会社
　 取締役会 御中

アーク有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 二 口 嘉 保 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 二階堂 博 文 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、タケダ機械株式会社の2018年６月１日から
2019年５月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

　

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

　

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、2018年６月１日から2019年５月31日までの第48期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲
げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年７月22日
タケダ機械株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 岡 安 勉 ㊞
社 外 監 査 役 村 西 卓 ㊞
社 外 監 査 役 阿慈知 幸 雄 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付けており、当社グループの経営

体質の強化と将来の事業展開に向けて、必要な内部留保を確保しつつ、配当性向、業績動向を

総合的に勘案した、安定的配当を継続していくことを基本方針としております。

剰余金の処分につきましては、これらの配当政策に基づき、当期の期末配当を以下のとおり

といたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 80円 総額 76,499,040円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年８月30日
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第２号議案 取締役５名選任の件

取締役全員(５名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任

をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当社株式
の 数

１
竹
たけ

　田
だ

　雄
ゆう

　一
いち

　

(1975年４月19日生)

2006年８月 当社入社

96,030株

2008年６月 営業部（工機チーム）課長

2009年６月 営業部部長

2009年12月 経営企画室長

2010年８月 専務取締役経営企画室長（営業部管掌）

2013年６月 代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

タケダ精機㈱ 代表取締役社長

２
吉
よし

　田
だ

　末
すえ

　広
ひろ

(1957年10月13日生)

1990年12月 ㈱タケダテクニカル（現当社）入社

1,000株

2003年６月 営業部課長（広島営業所長）

2009年６月 営業部部長（大阪営業所長）

2009年12月 営業部西日本担当部長

2010年８月 取締役営業部長（技術サービス部管掌）

2014年６月 常務取締役営業部長

2017年６月 専務取締役営業本部長（現任）

３
鈴
すず

　木
き

　修
しゅう

　平
へい

(1962年12月27日生)

1985年４月 ㈱北國銀行入行

―株

2014年４月 同行監査部長

2016年４月 同行退職

2016年４月 当社入社（管理部付）

2016年８月 取締役管理部長（現任）

４
伊
い

　藤
とう

　石
いし

　典
のり

(1973年９月５日生)

2012年３月 コマツ産機㈱退職

47,200株

2012年４月 タケダ精機㈱入社

2014年10月 同社取締役工場長

2016年８月 同社退職

2016年８月 当社取締役製造部長

2017年６月 取締役生産本部長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当社株式
の 数

５
金
かね

　田
だ

　栄
えい

　悟
ご

　

(1964年９月22日生)

1988年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査

法人）入所

―株

2003年９月 同法人社員

2011年８月 同法人退職

2011年９月 公認会計士金田栄悟事務所代表（現任）

金田栄悟税理士事務所代表（現任）

2016年８月 当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

公認会計士金田栄悟事務所代表

金田栄悟税理士事務所代表

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 金田栄悟氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たして

おります。
3. 金田栄悟氏を社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。

同氏は、公認会計士、税理士事務所の代表として経営に携わっており、また、公認会計士としての
豊富な監査経験と税理士としての専門的知見を有していることから、これらを当社の経営の監督、経
営の効率化に活かしていただけるものと判断しております。
現在、同氏が経営しております公認会計士金田栄悟事務所及び金田栄悟税理士事務所は、当社との

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏が過去に所属しておりました有限責任あずさ監査法人(2011年8月退職)は、第31期(2002年5月

期)まで当社と取引がありましたが、これを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他
の利害関係はありません。

4. 社外取締役候補者の金田栄悟氏は現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終
結の時をもって３年であります。

5. 当社は金田栄悟氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を
限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており
ます。なお、同氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。
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第３号議案 監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選

任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する
当社株式
の 数

１
岡
おか

　安
やす

　 勉
つとむ

(1950年６月26日生)

1976年３月 当社入社

1,300株

1990年６月 取締役営業本部長兼営業部長

1996年11月 常務取締役営業本部長兼営業部長

2001年７月 取締役営業部長兼営業・サービス担当

2007年８月 常務取締役営業部長（技術開発部・サービス部管

掌）

2010年８月 常務取締役海外部長

2013年６月 取締役管理部長

2016年８月 常勤監査役（現任）

２
村
むら

　西
にし

　　　卓
たかし

(1954年２月26日生)

1972年４月 金沢国税局入局

―株

2009年３月 退職

2009年４月 伊藤会計事務所入所

2015年８月 当社監査役（現任）

2019年２月 村西卓税理士事務所所長（現任）

（重要な兼職の状況）

村西卓税理士事務所所長

３
阿慈
あ じ

知
ち

　幸
ゆき

　雄
お

(1952年３月３日生)

1970年４月 ㈱北國銀行入行

―株

2005年７月 同行退職

2005年８月 北国総合リース㈱入社

2013年６月 同社執行役員

2015年６月 同社退職

2017年８月 当社監査役（現任）
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(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 村西卓、阿慈知幸雄の両氏は社外監査役候補者であり、村西卓氏は株式会社東京証券取引所の定める

独立役員の要件を満たしております。
3. 村西卓、阿慈知幸雄の両氏を社外監査役候補者とした理由は、以下のとおりであります。

村西卓氏は、税理士事務所の所長として経営に携わっており、また、長年における税務行政の豊富
な経験と税理士としての専門的知見を有していることから、これらを当社の監査体制に活かしていた
だけるものと判断しております。
現在、同氏が経営しております村西卓税理士事務所は、第49期から当社と取引を開始しております

が、取引額については当社の事業年度における売上高の0.1％以下であることから、社外監査役として
の独立性に影響はないと判断しております。これを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関
係その他の利害関係はありません。
阿慈知幸雄氏は、長年における金融業の豊富な専門的知見と経営経験を有していることから、これ

らを当社の経営の監督、経営の効率化に活かしていただけるものと判断しております。
同氏が過去に所属しておりました株式会社北國銀行(2005年７月退職)は、当社と主要な取引があり、

当社普通株式47,000株(議決権の所有割合5.1％)を保有しておりますが、同氏は同行退職から14年を経
過していることから、社外監査役としての独立性に影響はないと判断しております。これらを除き、
当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏が過去に所属しておりました北国総合リース株式会社(2015年６月退職)は、当社と取引

があり、当社普通株式2,000株(議決権の所有割合0.2％)を保有しておりますが、取引額については当
社の事業年度における売上高の0.1％以下であることから、社外監査役としての独立性に影響はないと
判断しております。これらを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は
ありません。

4. 村西卓、阿慈知幸雄の両氏は現に当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は以下のとおり
であります。
村西卓氏の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。
阿慈知幸雄氏の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。

5. 当社は村西卓、阿慈知幸雄の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定す
る額としております。なお、両氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いす

るものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

中
なか

　島
しま

　 隆
たかし

(1949年11月25日生)

1976年８月 伊藤会計事務所入所
―株

2019年２月 村西卓税理士事務所入所（現任）

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 中島隆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 中島隆氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、以下のとおりであります。

　同氏は、過去に会社経営に関与されたことはありませんが、財務及び会計に関する長年の業務経験
と専門的知見を相当程度有していることから、これらを当社の監査体制に活かしていただけるものと
判断しております。
　現在、同氏が所属しております村西卓税理士事務所は、第49期から当社と取引を開始しております
が、取引額については当社の事業年度における売上高の0.1％以下であることから、補欠の社外監査役
としての独立性に影響はないと判断しております。これを除き、当社との人的関係、資本的関係又は
取引関係その他の利害関係はありません。

4. 中島隆氏が社外監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づ
く賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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小松空港

こまつ

至福井

小松I.C.

国道８号線（金沢西バイパス）

北陸自動車道
のみねあがり

ＪＲ北陸本線

能美市寺井野球場

粟
生
東
口
バ
ス
停

至金沢

手
取
川

手取
フィッシュランド

タ
ケ
ダ
精
機
㈱

タケダ機械㈱
本社

　
株主総会会場ご案内図

●場所 石川県能美市粟生町西132番地

当社 本社３階会議室

TEL 0761－58－8211(代表)

●交通 小松空港 タクシー20分

JR北陸本線小松駅下車 タクシー15分

バス (北陸鉄道) 粟生東口バス停下車 徒歩10分
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